
(4) 特別対策事業の実施箇所（H19～30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※ 森林や河川等の現場で対策事業を実施した地点（モニタリングや県民参加の取り組みは除く） 

 

水源の森林づくり事業の推進 

丹沢大山の保全・再生対策（土壌流出防止対策） 

渓畔林整備事業 

土壌保全対策の推進 

地域水源林整備の支援（私有林整備） 

地域水源林整備の支援（市町村林整備） 

河川・水路における自然浄化対策の推進 

地下水保全対策の推進 

公共下水道の整備促進 

合併処理浄化槽の整備促進 

相模川水系上流域対策の推進 

 

凡    例 

水源の森林エリア 

地域水源林エリア 

県外上流域 

 （相模川：山梨県、酒匂川：静岡県） 
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